
訂正前 訂正後

1975年10月1日
（S50年）

1995年4月1日
（H7年）

2006年9月1日
（H18年）

規則の名称 じん肺法施行規則第8，14条 じん肺法第8，17条

記録の保存期間 3年間 7年間

作業・建材 石綿含有成形板 石綿含有成形板等

石綿含有成形板の工法「切
断，穿孔，研磨等の作業を
伴う場合」における措置

・ビニルシート等による隔離（負

圧は不要）
注）1 削除

石綿含有成形板の工法「原
形のまま取り外し」における
措置

・湿潤化注）2 削除
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22頁
表1-2-4中

43頁
表2-2-2の「●レベル3の
除去作業における呼吸用
保護具，保護衣等および
措置」の表中

『石綿作業主任者テキスト』（第4版）正誤表

　『石綿作業主任者テキスト』（第4版）で以下の部分に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

該当頁・箇所

7頁
表1-1-3中

石綿含有量5％以上 石綿含有量5％超

石綿含有量1％以上 石綿含有量1％超

石綿含有量0.1％以上 石綿含有量0.1％超


